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平成 25 年 3 月 29 日 

（変更）平成 27 年 1 月 16 日 

（変更）平成 27 年 8 月 26 日 

（変更）平成 28 年 1 月 8 日 

  （変更）平成 29年 2 月 1 日 

 

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 第３期中期計画 

 

 

鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人通則法（平

成１１年法律第１０３号）第３０条第１項の規定に基づき、国土交通大臣から指示を受け

た平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日までの期間における中期目標（以下「中

期目標」という。）を達成するための計画を以下のとおり定める。 

 

機構は、その目的を果たすため、「明日を担う交通ネットワークづくりに貢献します。」と

の基本理念の下で、安全で安心な、環境にやさしい交通ネットワークの確立に向けて、確

かな技術力、豊富な経験、高度な専門知識を最大限に発揮しつつ、各業務を遂行し、持続

可能で活力ある国土・地域づくりの実現に資することとする。 

機構は、この遂行に当たり、良質な運輸施設やサービスをより経済的に着実に提供するた

めに、引き続き法人統合の効果を生かすとともに、技術の向上・承継に配慮しつつ、優先

度の高い業務への経営資源の集中、コスト意識の徹底と業務運営の効率化の追求、国民に

分かりやすい情報の提供等に努め、また、関係機関との十分な連携を図る。 

 

 

１．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１） 鉄道建設等業務 

機構は、鉄道建設業務に関する総合的なマネジメントを行える我が国唯一の公的な整

備主体として、国民生活の向上や経済社会の発展、地球環境にやさしい交通ネットワー

クの構築に資する良質な鉄道を所定の工期内に安全にかつ経済的に建設することを推進

する。これらの実施に当たっては、環境保全、都市計画との整合等鉄道建設に関わる課

題へ適切に対応するとともに、技術力の向上、技術開発の推進と公表、鉄道建設に係る

総合的なコスト構造改善、工事関係事故防止に係る啓発活動を通じた鉄道建設の業務の

質の確保を図りつつ、整備新幹線整備事業、都市鉄道利便増進事業、民鉄線及び受託事

業等における所要の業務を遂行する。 
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① 整備新幹線整備事業 

高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかん

がみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もって国民経済の発展及び

国民生活領域の拡大並びに地域の振興に資することを目的として、事業の着実な進

捗を図り、北陸新幹線（長野・金沢間）は平成２６年度末、北海道新幹線（新青森・

新函館北斗間）は平成２７年度末までに鉄道施設を完成させる。北海道新幹線（新

函館北斗・札幌間）、北陸新幹線（金沢・敦賀間）及び九州新幹線（武雄温泉・長崎

間）について、工事完成予定時期を踏まえ、建設工事等の業務を着実に推進する。

また、整備新幹線の工事の進捗状況については、ホームページ等で公表する。 

 

② 都市鉄道利便増進事業等 

機構が公的資金で鉄道を整備し、完成後に保有、鉄道事業者は、受益に応じた施

設使用料にて営業する公設民営の考え方に基づき実施する都市鉄道利便増進事業の

神奈川東部方面線（相鉄・ＪＲ直通線、相鉄・東急直通線）は、完成予定時期を踏

まえ、公的整備主体として関係機関との連携・調整を図り、建設工事等の業務を着

実に推進する。 

また、民鉄線の小田急小田原線の大改良工事は、安全かつ着実な事業の推進のた

め関係者との連携を図りながら、必要な予算確保等の処置を講じ、工事完成予定時

期を踏まえ、着実に推進する。 

 

③ 鉄道建設業務に関する技術力を活用した受託業務等の支援 

機構が有する総合的技術力、中立性を活かして社会に貢献する観点から、受託工

事について、工事完成予定時期を踏まえ、着実に推進する。受託調査については、

国土交通省の関連施策との連携を図りつつ、地方公共団体や鉄道事業者等からの要

請を踏まえ、鉄道計画に関する調査の支援を実施する。 

なお、鉄道事業者から新たな工事の受託要請があった場合は、外部有識者からな

る「鉄道工事受託審議委員会」において審議し、同委員会の意見を踏まえながら、

受託の可否について決定する。また、受託工事に係るコスト縮減について、同委員

会において随時検証し、その結果をホームページ等で公表する。 

さらに、大規模災害等の発生時においてもこれまでの復旧・復興支援の経験を活

かし、国や地方公共団体等からの要請があった場合は、その支援等に積極的に取り

組む。 

また、機構がこれまでに培ってきた鉄道分野の総合的な技術力を活用して、地域

鉄道事業者等へ技術支援を実施する。 

具体的には、「鉄道ホームドクター制度」として、地域鉄道事業者等の要請に応じ
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て、その鉄道施設の保全・改修等に係る技術的な事項について、適切かつ極力きめ

細やかに助言するとともに、地域鉄道事業者、地方公共団体等の要請に応じて、鉄

道施設等に係る技術的な情報の提供等、地域における交通計画の策定等に資する支

援を実施する。 

さらに、地域鉄道事業者、地方公共団体及び国土交通省等の地域鉄道に係わる諸

機関と緊密に連携して、機構の技術支援に係る情報を発信し、その一層の利用を促

進する。 

 

④ 鉄道建設に係る業務の質の向上に向けた取組み 

良質な鉄道を建設するために、必要に応じて技術基準類の整備と工事の検査を充

実させる対策を進め、品質管理・施工監理について徹底を図るとともに、鉄道建設

業務の遂行に必要な技術力の向上及び承継のために、講習や資格取得の支援等を通

じて、持続的な業務の質の向上に努める。 

また、これまでに蓄積してきた施工経験を基に、各業務分野において事業を推進

する過程で必要となる調査、設計、施工技術の開発・改良に係る技術開発を推進し、

その成果を鉄道建設業務に活用するとともに、建設技術に係る各種学会等へ積極的

に参加して、その発表会等を通じて公表していく。 

さらに、国の公共事業コスト構造改善の趣旨を踏まえつつ、現在実施している総

合コスト構造改善策の効果を検証した上で、技術開発等により、一層の鉄道建設コ

スト縮減に努めるとともに、コスト縮減の取組み・効果については、引き続きホー

ムページ等国民に分かりやすい形で公表する。 

また、工事発注機関として、過去に発生した事故の種別や原因を分析し、再発防

止のため、重点実施項目を定め、受注者に対する指導及び情報の共有化を図ること

により、工事関係事故防止に係る啓発活動の推進に努める。 

 

⑤ 我が国鉄道技術の海外展開に向けた取組みに対する技術協力 

国等が進める我が国鉄道技術の海外展開、及びそれに伴うコンサルティング機能

強化に向けた取組みに対し協力する。具体的には、機構がこれまでに培ってきた総

合的な技術力や経験を活用して、専門家派遣、各国の要人や研修員受入れ等の人的

支援を行う。 

さらに、機構が我が国公的機関の一つとして実施する国際貢献として、必要に応

じて海外の鉄道建設関係の機関等との技術的な交流等を実施する。 

 

（２） 鉄道施設の貸付・譲渡の業務等  

整備新幹線事業として実施している北陸新幹線（長野・金沢間）及び北海道新幹線（新

青森・新函館北斗間）について、それぞれの完成後、各営業主体に対して貸付を行う。
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また、主要幹線及び大都市交通線で国土交通大臣が指定する貸付期間が経過した区間に

ついて、貸付している各鉄道事業者に対して譲渡を行う。 

鉄道事業者に対して貸付又は譲渡した鉄道施設について、機構の調達資金を確実に返

済・償還するため、毎年度、事業者ごとに貸付料及び譲渡代金の回収計画を設定し、そ

の全額を確実に回収する。なお、償還期間の変更を実施した事業者については、毎年度

決算終了後経営状況等の把握を図り、償還確実性を検証する。 

さらに、並行在来線への支援のため、特例業務勘定から建設勘定への繰入れにより、

日本貨物鉄道株式会社に対して貨物調整金を交付する。 

 

（３） 鉄道助成業務 

機構は、交通インフラ・ネットワークの機能拡充・強化に資するため、整備新幹線、

都市鉄道・主要幹線鉄道等、鉄道技術開発及び鉄道の安全・防災対策に対する補助等に

よる支援及び新幹線譲渡代金、無利子貸付資金等の回収を適正かつ効率的に実施してい

く。 

勘定間繰入・繰戻及び補助金交付業務等について、法令その他による基準及び標準処

理期間（補助金等支払請求から支払まで３０日以内、国の補助金の受入から給付まで７

業務日以内）を遵守しつつ、誤処理なく適正にかつ効率的に執行する。また、「鉄道助成

業務の審査等に関する第三者委員会」からの改善意見は１年以内に業務運営に反映させ

ること、及び審査ノウハウの承継、スキルアップのための職員研修等を実施することに

より、業務遂行に係る効率性の向上等、鉄道助成業務の更なる充実強化を図る。 

また、助成制度に対する鉄道事業者等の理解促進を図るための周知活動を行うととも

に、助成対象事業の効果的な実施を支援するための技術情報等を収集・提供する。 

さらに、新幹線譲渡代金、無利子貸付資金等について約定等に基づく確実な回収を図

り、既設四新幹線に係る債務等について約定等に沿った償還を行う。 

 

（４）中央新幹線建設資金貸付等業務 

平成２８年８月２日に閣議決定された、「未来への投資を実現する経済対策」等も

踏まえ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成１４年法律第１８０

号。以下「機構法」という。）附則第１１条第１項第４号の規定に基づき、中央新幹

線の速やかな建設を図るため、財政融資資金を借り入れ、中央新幹線に係る全国新幹

線鉄道整備法（昭和４５年法律第７１号）第６条第１項に規定する建設主体に対し、

当該建設に要する費用に充てる資金の一部の貸付けを行う。 

本業務を行うに当たっては、貸付金の償還が行われるまで、継続的に償還確実性の確

認を行う必要があることから、貸付けを行った事業の進捗状況、建設主体の財務状況等

を毎年度把握する。これにより、債権の確実な保全及び約定等に沿った回収を行う。 
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（５） 船舶共有建造等業務 

内航海運は、我が国の経済活動にとって必要不可欠であるとともに、環境にやさしく

効率的な輸送機関である。他方で、船舶の老朽化が進んでいることから、中小事業者が

多数を占める内航海運事業者の船舶の老朽化に対応し、輸送効率や運航コストを向上さ

せる必要がある。 

そのため、船舶共有建造業務により、国内海運政策の実現に寄与する船舶への代替建

造を促進する。 

 

① 船舶共有建造業務を通じた政策効果のより高い船舶の代替建造促進 

代替建造の促進については、環境対策、物流の効率化、少子高齢化対策や離島航

路の整備対策等の国内海運政策の実現に寄与するために政策意義の高い船舶の建造

を推進する。 

特に、物流効率化、環境負荷低減等に資するため、環境にやさしい船舶（スーパ

ーエコシップ、先進二酸化炭素低減化船、高度二酸化炭素低減化船、フルダブルハ

ルタンカー（海洋汚染防止対策船）等）については、政策効果のより高い船舶の建

造隻数比率を中期目標期間中において９０％以上とする。 

また、海運事業者や荷主に対し、スーパーエコシップをはじめとする環境にやさ

しい船舶について、効果・利点をわかりやすく適切に周知･説明するとともに、その

船型、構造上の先進性、特殊性にかんがみ、設計に伴う技術的な支援等を重点的に

行うよう努める。 

 

② 船舶建造等における技術支援   

上記の国内海運政策の課題に対応するとともに、航路や輸送ニーズに適合する船

舶、より経済性の高い船舶、旅客の快適性や労働環境により配慮した船舶の建造に

資するため、計画・設計・建造の各段階、さらには就航後の技術支援の充実を図る。 

このため、内航海運の諸課題、事業者のニーズや社会的要請等に対応するための

技術調査を実施するほか、技術に係る研修、交流、マニュアルの充実等により、技

術支援に係わる職員の技術力の維持・向上、ノウハウの体系的な蓄積と承継を図る。 

 

③ 高度船舶技術の実用化の促進 

内航船舶の輸送効率化に資することに配慮しつつ、環境負荷低減等の内航海運の

政策目的に沿い、かつ、事業者等へのヒアリングによりニーズ及び技術開発動向を

的確に捉えた募集テーマを設定し、実用化された場合の波及効果を踏まえて選考し

た事業に対し、助成を行うことにより、高度船舶技術の実用化の促進を図る。また、

事業者への説明・相談会等を随時実施する。 

助成対象事業の選考・評価等に際しては、客観性及び透明性を確保するため、当
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該事業の事業計画及び実施結果について 外部有識者から評価を受けるとともに、助

成対象者、助成の成果等を公表する。 

なお、当該業務は平成 27 年度末をもって終了する。 

 

④ 船舶共有建造業務における財務内容の改善 

船舶共有建造業務については、「内航海運効率化のための鉄道建設・運輸施設整備

支援機構船舶勘定見直し方針」（平成１６年１２月２０日国土交通省及び鉄道建

設・運輸施設整備支援機構）に基づく、平成１７年度から２１年度までの重点集中

改革期間における未収金の発生防止、債権管理及び回収の強化等の取組みを引き続

き行い、財務内容の一層の改善を進める。 

平成２８年度までのできる限り早い時期に未収金の回収、未収金残高に相当する

引当金の計上等をすることにより第１期中期目標に掲げられた未収金の処理を終了

する。その後も引き続き、船舶共有建造業務の実施に当たり、未収金の発生防止・

回収促進等を図るための措置を講ずることにより、中期目標の期間における未収発

生率を１．３％以下、当該期間終了時に未収金残高を３１億円以下とする。 

また、適正な事業金利の設定及び政策課題の実行等に留意しつつ財務改善策を一

層推進する。このため、未収金の発生防止・回収促進等を図ることに加え、繰越欠

損金の発生要因等を分析した上で、その解消に向けた具体的な中期目標期間中の削

減計画を平成２５年度のできるだけ早い時期に策定し、実行することにより、その

縮減を図る。 

さらに、海事勘定における財務改善の状況については、特に、繰越欠損金につい

て、事業年度ごとにその要因を含めホームページ等において国民にわかりやすく公

表する。 

 

（６）地域公共交通出資等業務 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第２９条の

２の規定に基づき、認定軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資及び貸付け（以

下「出資等」という。）を行う。 

本業務を行うに当たっては、国土交通大臣の認可を受けた業務基準に従い、出資等を

行うか否かの決定に際し、当該リスクを適切に評価し、中長期的な収益性が見込まれる

こと等を確認する。 

また、出資等を行った事業の進捗状況を適切に把握・評価しつつ、出資等資金の効率

的使用及び適切な回収の実現を図る。 

これらにより、出資等資金の毀損ゼロを目指す。 

なお、第三者委員会の設置を含め出資等に必要な組織体制を構築し、地域公共交通の

活性化及び再生に向けた主体的な取組みに対する支援効果が最大となるよう努める。 
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（７）特例業務（国鉄清算業務） 

① 年金費用等の支払及び資産処分の円滑な実施等 

旧国鉄職員の恩給及び年金の給付に要する費用、旧国鉄時代に発生した業務災害

に係る業務災害補償費等の各年度における必要負担額については、適切な資金管理

を行いつつ、円滑かつ確実に支払を実施する。 

また、土地処分については、都市計画事業の工程等によりやむを得ず処分できて

いない限られた物件を除き、終了しているところであるが、残存の土地についても、

適切かつ早期に処分を図る。 

  九州旅客鉄道株式会社の株式については、株式市場の状況、経済の動向、経済財

政政策との整合性等にも留意しつつ、平成２８年度を目途に適切に処分する。なお、

北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社（以下

「旅客鉄道株式会社等」という。）の株式については、国等の関係機関と連携を図り

つつ、各社の今後の経営状況の推移等を見極めながら、適切な処分方法の検討等を

行う。 

 

② 旅客鉄道株式会社等の経営自立のための措置等 

旅客鉄道株式会社等（旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律

の一部を改正する法律（平成２７年法律第３６号）の施行前は、旅客鉄道株式会社

等に九州旅客鉄道株式会社を含む。）に対し、老朽化した鉄道施設等の更新その他会

社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子

の資金の貸付け又は助成金の交付等（以下「貸付け等」という。）を実施する。また、

貸付け等に当たっては、適切な資金管理を行いつつ、法令その他の基準を遵守する

とともに、旅客鉄道株式会社等のモラルハザードを防止し、誤処理なく適正にかつ

効率的に実施する。 

なお、並行在来線の支援のための貨物調整金に要する費用に充てるため、特例業

務勘定から建設勘定への繰入れを実施する。 

 

２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（１） 組織の見直し 

業務の質的・量的な変化を適切に把握して、組織見直しに関する具体的な計画を策定

し、弾力的な組織の編成、運営の効率化等を図る。 

なお、国鉄清算事業西日本支社吹田事務所については、吹田貨物ターミナル駅開業後

における残業務の状況を見極めた上で、中期目標期間中に廃止する。あわせて、国鉄清

算事業西日本支社については、業務の進捗状況を踏まえ、人員の合理化を進める。 
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（２） 経費・事業費の削減 

一般管理費（特殊要因により増減する経費を除く。）については、業務量に対応した合

理的、機動的な組織の再編、効率性の高い業務運営等を行うことにより、中期目標期間

の最終年度（平成２９年度）において、前中期目標期間の最終年度(平成２４年度)比で

１５％程度に相当する額を削減する。 

また、給与水準については、国家公務員の給与水準も十分考慮し、手当を含め

役職員給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定し

てその適正化に計画的に取り組むとともに、その検証結果及び取組状況を公表す

る。 
なお、総人件費についても、政府における総人件費削減の取組みを踏まえ、厳しく見

直す。 
さらに、事業費（特殊要因により増減する経費を除く。）については、１．（１）④中

の鉄道建設コストの縮減に係る取組みや契約方式の改善等を通じて事業の効率化を推進

することにより、中期目標期間の最終年度（平成２９年度）において、前中期目標期間

の最終年度(平成２４年度)比で５％程度に相当する額を削減する。 

上記に加え、内航海運活性化融資業務については、貸付金の規模も踏まえ、同融資業

務を取り巻く環境等を勘案しつつ、業務運営の効率化を図り、国において将来の輸送量、

船腹量の推計に基づき策定・公表されている資金管理計画（以下、「資金管理計画」とい

う。）を基に、中期目標期間中に同融資業務に係る職員を１人、契約職員を４人、経費に

ついてもこれらに応じて削減を行う。 

 

（３）調達等合理化の取組 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成27年 5月 25日総

務大臣決定）に基づき、毎年度調達等合理化計画を策定し、事務・事業の特性を踏まえ、

ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等の

合理化に取り組む。また、入札・契約の適正な実施について、監事監査及び契約監視委

員会等のチェックを受ける。 

           

（４） 資産の有効活用 

宿舎等の保有資産について、「６．重要な財産の譲渡等に関する計画」に従って、資産

の処分及び集約化を図るほか、資産の効率的な活用を図る。 

 

３．予算、収支計画及び資金計画 

（１） 予算、収支計画及び資金計画 （別紙） 

毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意

した上で、厳格に行う。 
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（２） 財務内容の改善（円滑な資金調達と確実な貸付金の回収） 

資金調達に当たっては、毎年度の資金計画を策定し、資金の一元管理を通じ、短期資

金及び長期資金の併用等による柔軟かつ効率的な資金調達を行うことにより、調達コス

トの抑制を図る。 

特に、整備新幹線事業の資金調達については、北海道新幹線（新函館北斗・札幌間）、

北陸新幹線（金沢・敦賀間）及び九州新幹線（武雄温泉・長崎間）の建設事業の着実な

推進のため、平成２８年８月２日に閣議決定された、「未来への投資を実現する経済対

策」等も踏まえ、低金利状況を活かした財政投融資の手法の積極的な活用・工夫を図る。 

船舶の改造に係る貸付金については、毎年度回収計画を策定し、確実な回収を図ると

ともに、内航海運活性化融資業務については、資金管理計画を基に、調達する借入金が

前年度以下となるように、新規の融資及び貸付金の回収を適切に行う。 

 

４．短期借入金の限度額 

年度内における一時的な資金不足等に対応するための短期借入金の限度額は、２６０，

０００百万円とする。 

 

５．不要財産の処分に関する計画 

高度船舶技術の実用化助成業務に係る政府出資金を国庫納付する。また、民間からの出

えん金を返還する。 

 

６．重要な財産の譲渡等に関する計画 

こずかた寮、保土ヶ谷寮、船橋宿舎及び宿舎不用地（行田宿舎用地の一部）を平成２５年

度以降に売却する。 

 

７．剰余金の使途 

高度船舶技術に係る実用化助成業務の充実 

建設勘定における管理用施設（宿舎に限る。）の改修 

 

 

８．その他業務運営に関する重要事項 

（１）機構の業務の適切な実施のための取組み 

① 内部統制の充実・強化 

「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」（平成２６年１１

月２８日総務省行政管理局長通知）に基づき、業務方法書に定めた事項を確実に実

施する。 
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特に、北陸新幹線融雪・消雪基地機械設備工事の入札における情報漏えい事案等

の反省に立ち、国の動向や他の独立行政法人の取組みも参考にし、理事長の強いリ

ーダーシップのもと、コンプライアンス体制やガバナンスの強化、入札・契約監視

機能の強化、入札契約手続きの見直し、情報管理の徹底等を行い、入札談合等関与

行為等の再発防止に徹底的に取組むとともに、業務の適正を確保するための体制を

整備する。 

また、理事長のリーダーシップのもと、理事長を委員長とし、全役員が参画する

内部統制委員会を中心に、機構のミッションや中期目標の達成を阻害する要因（リ

スク）の把握・対応を行うなど、内部統制の取組みについて実態把握、継続的な分

析、必要な見直しを行い、内部統制の充実・強化を図る。 

 

② 情報セキュリティ対策の推進 

政府の方針に基づき、情報セキュリティに関する研修・自己点検を行うなど、情

報セキュリティ対策を推進する。 

 

③ 情報公開の推進 

業務の透明性の確保と対外的な情報提供を推進するため、主な業務の実施状況、

役職員の給与水準、入札結果や契約の情報、財務の状況等について、ホームページ

等においてわかりやすい形で公表する。 

業務の実施に当たって、第三者委員会を適切に活用するなど外部の知見の積極的

な活用を図る。 

機構が果たしている役割、業務について国民の理解を促進するため、ホームペー

ジや広報誌を通じた広報はもとより、イベント、現場見学会等の機会を通じて、業

務内容等の情報提供に努める。 

 

④ 環境への配慮 

業務の実施に際しての環境負荷を低減するため、機構で定める「環境行動計画」

に基づき、温室効果ガス（ＣＯ２）排出量の削減に向けたオフィス活動における取

組みのほか、職員の環境意識の向上に資する研修等の実施、建設工事等により発生

する建設廃棄物のリサイクルやグリーン調達等の取組みを強化する。また、これら

の取組みの状況や成果を盛り込んだ「環境報告書」を毎年作成し、公表する。 

 

（２） 人事に関する計画 

事業規模、事業内容等業務の実情に応じて必要な人材を確保するとともに、各業務の進

捗に対応するべく、人員の適正配置と重点的な運用を行う。 
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（３）機構法第１８条第１項の規定により繰り越された積立金（同条第５項の規定により

第１項の規定を準用する場合を含む。）の使途 

・建設勘定 

過去に会社整理及び施設譲渡が行われた譲渡線並びに貸付料の回収が一部行われな

かった貸付線に係る繰越欠損金であって、機構法附則第２条第４項の規定により機構へ

の承継時に資本剰余金と相殺されたものを補填するための業務 

・助成勘定 

建設勘定に対する新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設のための資金繰入並びに特例業

務勘定に対する債務の償還及び利子の支払いのための繰入に関する業務 



別　紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 費用の部 1,738,662 資金支出 5,032,830

国庫補助金等 246,026 経常費用 1,626,643 業務活動による支出 1,828,068

地方公共団体建設費負担金 197,112 鉄道建設業務費 1,434,705 投資活動による支出 2,296

地方公共団体建設費補助金 48,914 受託経費 186,063 財務活動による支出 2,350,800

借入金等 2,508,526 一般管理費 5,845 次期中期目標期間への繰越金 851,666

財政融資資金借入金 1,002,676 減価償却費 29

民間借入金 826,094 財務費用 111,564 資金収入 5,032,830

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 679,756 雑損 455 業務活動による収入 2,427,215

業務収入 1,162,308 受託収入 208,128

受託収入 208,128 収益の部 1,744,365 その他の収入 2,219,087

業務外収入 8,446 鉄道建設業務収入 983,251 投資活動による収入 3,106

他勘定より受入 794,402 鉄道建設事業費補助金収入 540 財務活動による収入 2,508,525

計 4,927,837 鉄道建設事業費利子補給金収入 1,008 前期よりの繰越金 93,984

支出 受託収入 186,063

業務経費 資産見返負債戻入

鉄道建設業務関係経費 1,199,040 資産見返補助金等戻入 570,901

受託経費 財務収益 117

鉄道建設業務関係経費 187,961 雑益 2,484

借入金等償還 2,350,800

支払利息 123,824 純利益 5,703

一般管理費 26,024 目的積立金取崩額 0

人件費 84,956 総利益 5,703

業務外支出 48,881

他勘定へ繰入 146,241

計 4,167,727

［人件費の見積もり］　61,309百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　中期計画の予算等（平成２５年度～平成２９年度）
【建設勘定】

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分 区　　　　　　　分



別 紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 費用の部 143,223 資金支出 355,863

運営費交付金 24 経常費用 132,557 業務活動による支出 169,137

借入金等 192,900 海事業務費 127,897 投資活動による支出 28

財政融資資金借入金 105,900 受託経費 10 財務活動による支出 185,779

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 87,000 一般管理費 4,640 次期中期目標期間への繰越金 920

業務収入 156,664 減価償却費 10

受託収入 10 財務費用 10,666 資金収入 355,863

業務外収入 1,170 業務活動による収入 159,375

計 350,768 収益の部 147,766 運営費交付金による収入 24

支出 運営費交付金収益 24 受託収入 10

業務経費 海事業務収入 145,140 その他の収入 159,341

海事業務関係経費 154,623 受託収入 10 財務活動による収入 192,900

受託経費 資産見返負債戻入 前期よりの繰越金 3,588

海事業務関係経費 10 資産見返補助金等戻入 3

借入金等償還 183,579 財務収益 40

支払利息 9,843 雑益 2,548

一般管理費 820

人件費 3,320 純利益 4,542

業務外支出 2,716 目的積立金取崩額 0

計 354,912 総利益 4,542

［人件費の見積もり］　2,739百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　中期計画の予算等（平成２５年度～平成２９年度）
【海事勘定】

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分 区　　　　　　　分



別 紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 費用の部 1,390 資金支出 433,220

運営費交付金 154 経常費用 1,100 業務活動による支出 207,178

政府出資金 3,000 地域公共交通等業務費 392 投資活動による支出 6

借入金等 一般管理費 707 財務活動による支出 225,991

民間借入金 202,517 減価償却費 1 次期中期目標期間への繰越金 45

業務収入 227,226 財務費用

業務外収入 0 借入金利息 290 資金収入 433,220

計 432,897 業務活動による収入 227,380

支出 収益の部 1,390 運営費交付金による収入 154

業務経費 運営費交付金収益 154 その他の収入 227,226

地域公共交通等業務関係経費 205,980 地域公共交通等業務収入 1,235 財務活動による収入 205,517

借入金等償還 225,991 資産見返負債戻入 0 前期よりの繰越金 323

支払利息 290 資産見返補助金等戻入 0

一般管理費 138 資産見返運営費交付金戻入 0

人件費 474 財務収益 0

業務外支出 44

計 432,916 純利益 0

目的積立金取崩額 0

総利益 0

［人件費の見積もり］　402百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　中期計画の予算等（平成２５年度～平成２９年度）
【地域公共交通等勘定】

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分 区　　　　　　　分



別　紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 費用の部 2,569,953 資金支出 5,430,218

運営費交付金 1,036 経常費用 2,130,385 業務活動による支出 4,247,446

国庫補助金等 478,703 鉄道助成業務費 2,127,379 投資活動による支出 25

国庫補助金 477,693 一般管理費 3,002 財務活動による支出 1,182,348

政府補給金 1,010 減価償却費 5 次期中期目標期間への繰越金 399

借入金等 財務費用 439,558

　 財政融資資金借入金 3,000,000 雑損 10 資金収入 5,430,218

業務収入 1,807,234 業務活動による収入 2,429,820

業務外収入 145 収益の部 2,289,244 運営費交付金による収入 1,036

他勘定より受入 142,688 運営費交付金収益 1,036 補助金等による収入 478,703

計 5,429,806 鉄道助成業務収入 1,809,353 その他の収入 1,950,081

支出 補助金等収益 478,703 財務活動による収入 3,000,000

業務経費 資産見返負債戻入 　 前期よりの繰越金 397

鉄道助成業務関係経費 3,057,516 資産見返補助金等戻入 1

借入金等償還 764,003 財務収益 137

支払利息 77,206 雑益 12

一般管理費 807

人件費 2,187 純利益 △ 280,710

業務外支出 141 前中期目標期間繰越積立金取崩額 282,857

他勘定へ繰入 1,527,947 総利益 2,148

計 5,429,806

［人件費の見積もり］　1,889百万円を支出する。

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注１）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

（注２）２.（２）の一般管理費及び事業費の削減目標に係る特殊要因については、第３期中期計画期間においては（４）中央新幹線建設資金貸付等業務に係る経費である。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　中期計画の予算等（平成２５年度～平成２９年度）
【助成勘定】

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分 区　　　　　　　分



別 紙

予算 （単位：百万円） 収支計画 （単位：百万円） 資金計画 （単位：百万円）

金　　　額 金　　　額 金　　　額

収入 費用の部 252,576 資金支出 1,158,957

借入金等 160,400 経常費用 200,420 業務活動による支出 1,056,702

民間借入金 73,400 特例業務費 186,807 投資活動による支出 13

鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 87,000 一般管理費 13,511 財務活動による支出 93,250

業務収入 179,199 減価償却費 103 次期中期目標期間への繰越金 8,992

業務外収入 65 財務費用 52,156

他勘定より受入 784,341 資金収入 1,158,957

計 1,124,005 収益の部 502,518 業務活動による収入 545,260

支出 特例業務収入 140,029 投資活動による収入 418,345

業務経費 財務収益 362,443 財務活動による収入 160,400

特例業務関係経費 949,910 雑益 46 前期よりの繰越金 34,953

借入金等償還 86,400

支払利息 51,850 純利益 249,942

一般管理費 8,550 目的積立金取崩額 0

人件費 2,076 総利益 249,942

業務外支出 3,936

他勘定へ繰入 47,243

計 1,149,966

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

（注）単位未満四捨五入のため、合計額は一致しないことがある。

［人件費の見積もり］ 1,807百万円を支出する。

鉄道建設・運輸施設整備支援機構　中期計画の予算等（平成２５年度～平成２９年度）
【特例業務勘定】

区　　　　　　　分 区　　　　　　　分 区　　　　　　　分



参 考

○ 平成２５年度以降：以下の算定ルールによる。

運営費交付金＝人件費＋一般管理費＋業務経費－自己収入

Ａ ＝ 前年度人件費（Ｓ）× ｓ ＋ ｛前年度その他一般管理費｝× γ

Ｙ ＝ 前年度自己収入 × ｙ

Ｂ：運営費交付金のうち一般管理費以外の経費

Ｘ：退職手当等《毎年度の予算編成過程において決定》

Ｙ：運営費交付金を財源として実施する事務事業から生じるであろう自己収入の見積額

Ｓ：役員報酬、職員基本給、諸手当、超過勤務手当等人件費

α：効率化係数《毎年度の予算編成過程において決定》

β：効率化係数《毎年度の予算編成過程において決定》

γ：消費者物価指数《毎年度の予算編成過程において決定》

ｓ：人件費調整係数（給与改定率等）《毎年度の予算編成過程において決定》

ｙ：自己収入調整係数《毎年度の予算編成過程において決定》

［注記］

【前提条件】

１．効率化係数（α） ： 期間中は ０．９７６０として推計

２．効率化係数（β） ： 期間中は ０．９６６９として推計

３．消費者物価指数（γ） ： 期間中は １．００００として推計

４．人件費調整係数（ｓ） ： 期間中は １．００００として推計

｛前年度一般管理費相当額（Ａ）－ 前年度特殊要因｝×α ＋ ｛前年度業務経費相当額（Ｂ）－ 前年度特殊要因｝×
β× γ ＋ 特殊要因（Ｘ）－ 自己収入（Ｙ）

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 運営費交付金の算定ルール


